
                                  

別紙様式４（その 1） 

抽 出 事 案 説 明 書 

（担当部局名：県南広域振興局一関審査指導監） 

入 札 方 式 条件付一般競争入札方式  

工 事 名  農地中間管理機構関連農地整備事業曲田地区第１号工事 

工 事 種 別  機械設備工事 

工 事 概 要  ポンプ設備製作据付工 １式、揚水機場電気設備工 １式 

入札参加資格 

１ 施工形態 

  単体 

２ 地域要件 

  令和３・４年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の機械設備工事に登録

されている者で、盛岡広域振興局、県南広域振興局（本局、花巻地区、北上地

区、一関地区）、沿岸広域振興局（本局、宮古地区、大船渡地区）の区域に建

設業法に基づく主たる営業所を有すること。 

３ 施工実績要件 

  平成 18 年４月１日以降に、元請としてポンプ設備の製作及び据付工事（新

設又は更新工事に限る。）を施工した実績を有すること。 

４ 技術者要件 

  入札参加資格確認書類の提出期限の日前３か月以上継続して雇用している

者を主任技術者又は監理技術者として専任で配置できること。 

５ その他要件 

  建設業法に基づく機械器具設置工事業の許可を有する者であること。 

入札参加資格

設定の経緯及

び 理 由 

 条件付一般競争入札における入札参加資格の設定基準及び条件付一般競争入

札施工実績要件（例）一覧表を基本として、要件設定を行った。 

１ 施工形態 

  設計金額５億円未満の一般的な機械設備工事であることから、単体発注とし

た。 

２ 地域要件設定理由 

  設定基準別紙３「地域要件の設定基準」に基づき、５千万円以上１億円未満

の工事の原則的な地域要件である工事施工場所の属する振興局及び隣接する

全ての振興局等のいずれかの管内に主たる営業所を有する者に、参入見込数が

20者に達するまで地理的条件により順次１振興局等ずつを加えて設定した。 

３ 施工実績要件設定理由 

  本工事は、ポンプ設備の製作及び据付を行う工事であることから、条件付一

般競争入札施工実績要件（例）一覧表に基づき、「元請としてポンプ設備の製

作及び据付工事（新設又は更新工事に限る。）を施工した実績を有すること。」

を要件とした。 

４ 技術者要件設定理由 

  設計金額が１億円未満であることから、設定基準別紙４に基づき、配置技術

者の資格及び施工経験に関する要件は付さないこととした。ただし、設計金額

が３千５百万円以上であることから、専任配置を要件とした。 

５ その他要件設定理由 

  工事種別が、機械設備工事であることから、条件付一般競争入札施工実績要

件（例）一覧表に基づき、「建設業法に基づく機械器具設置工事業の許可を有

する者であること。」を要件とした。 
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入札参加資格

確認申請者数 
 ６者 （参入見込：20者） 

入札参加者数  ４者 無 資 格 者 数  ０者 

契 約 金 額  62,700,000円（うち消費税及び地方消費税額 5,700,000円） 

無資格理由の

説明（無資格

とされた業者

がある場合の

み 記 入 ） 

 無 

入札の経緯及

び 結 果 

１ 要件設定審議会             令和３年６月 24日 

２ 公告                  令和３年６月 28日 

３ 参加申請書の受付            令和３年７月６日 

４ 基本事項確認結果通知          令和３年７月８日 

５ 入札                  令和３年７月 29日 

６ 開札・数値的判断基準による判定     令和３年７月 30日 

７ 入札参加資格確認            令和３年８月２日 

８ 落札決定                令和３年８月３日 

９ 契約締結                令和３年８月 20日 
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1 工事概要

(1) 工 事 番 号

(2) 工 事 名

(3) 工 事 場 所

(4) 工 事 概 要

(5) 工 期

(6) 設 計 金 額 （税込） 円

（税抜） 円

2 競争参加資格

(1) 施 工 形 態

(2) 個 別 要 件

一関 県南本局 大船渡 北上 花巻 盛岡 沿岸本局 宮古

期 間

形 態

令和4年5月31日まで

条件付一般競争入札参加資格要件一覧

03-2-4004-00024

農地中間管理機構関連農地整備事業曲田地区第1号工事

一関市藤沢町黄海字下曲田地内

ポンプ設備製作据付工 １式、揚水機場電気設備工 １式

63,184,000

69,502,400

単体

条　　　　　件

格 付 ・ 許 可 機械設備 問わない

地 域

施
工
実
績

平成18年４月１日　　　～ 令和３年７月６日

工 事 内 容

下記の施工実績を有すること。

元請としてポンプ設備の製作及び据付工事（新設又は更新工事に限る。）を施工した
実績を有すること。

※建設業法に基づく機械器具設置工事業の許可を有する者であること。

元請

技
術
者

資　　　　 格 付さない（専任配置）

経 験 付さない
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工事№ 34

工 事 名

工 事 場 所

業 種 ・ 格 付 け 機械設備 -

設 計 額 （ 税 込 み ）

実 績 要 件

そ の 他 要 件 電子入札登録業者

入札参加資格要件

地域要件 該当者数 指名停止等 計

【原則】

一関地区 0 0 0

県南本局 0 0 0

大船渡地区 0 0 0

0 0 0 原則計

【拡大】

北上地区 5 0 5

花巻地区 1 0 1

盛岡広域振興局 11 0 11

沿岸本局 1 0 1

宮古地区 2 0 2

20 0 20 拡大計

20 0 20 合計

指名停止業者等名 業者名 内容 措置期間終了日 地域

ー ー ー ー

参入見込者数
備　　考

条件付一般競争入札参入見込表

農地中間管理機構関連農地整備事業曲田地区第１号工事

一関市藤沢町黄海字下曲田地内

69,502,400円

元請としてポンプ設備の製作及び据付工事（新設又は更新工事に
限る。）を施工した実績を有すること。

※建設業法に基づく機械器具設置工事業の許可を有する者である
こと。
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(木)

(金)

　　の入札説明書及び関係様式を使用すること。

　　　なお、入札参加希望者は、本工事に申請しようとするときは、ホームページを必ず確認し、常に最新

　５　入札保証金　　　免除

　６　入札参加申請書の受付期限及び提出方法

　　　入札参加希望者は、ホームページ （https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/kouji/index.html）で

　　配付する条件付一般競争入札参加申請書（様式第３号。以下「入札参加申請書」という。）を 岩手県

　　電子入札システム （以下「電子入札システム」という。）により令和３年６月28日(月)午前９時から

　　令和３年７月６日(火) 正午までに提出すること。

　　　なお、紙入札参加承諾願を入札担当課等の長に提出し受理された場合又は入札担当課等の長から紙入

　　札に切り替える旨の指示があった場合は、令和３年７月６日(火) 正午までに岩手県一関市竹山町７番５

　　号 県南広域振興局一関審査指導監に持参のうえ提出すること。

　７　入札説明書の配付

　　　入札説明書は、ホームページで配付する。

　　(4) 建設業法に基づく機械器具設置工事業の許可を有する者であること。

　　(2) 本工事は、入札参加者の競争参加資格を入札後に審査する事後審査方式の条件付一般競争入札の対象

　　　工事である。

　４　入札参加資格

　　(1) 令和３・４年度県営建設工事競争入札参加資格者名簿の機械設備工事に登録されている者で、盛岡広

　　　区、大船渡地区）の区域に建設業法に基づく主たる営業所を有すること。

　　(2) 平成18年４月１日以降に、元請としてポンプ設備の製作及び据付工事（新設又は更新工事に限る。）

　　　を施工した実績を有すること。

　　(3) １に示した工事に12に示す入札参加資格確認書類の提出期限の日前３か月以上継続して雇用している

　　　者を主任技術者又は監理技術者として専任で配置できること。

　　(1) 入札日時 令和３年７月29日 午前９時から午後５時まで

　　　域振興局、県南広域振興局（本局、花巻地区、北上地区、一関地区）、沿岸広域振興局（本局、宮古地

　　(2) 開札予定日時 令和３年７月30日 午前10時00分

　３　入札方式

　　(1) 本工事は、電子入札の対象工事であり、対応についての詳細は「県営建設工事に係る電子入札実施要

　　　領」（平成17年1月12日付け総務第838号）による。

　　(4) 工　　期 令和４年５月31日まで

　　(5) 予定価格 63,184,000円（税抜）

　２　入札等の予定日時

　　(2) 工事場所 一関市藤沢町黄海字下曲田地内

　　(3) 工事内容 ポンプ設備製作据付工 １式、揚水機場電気設備工 １式

　　(1) 工 事 名 農地中間管理機構関連農地整備事業曲田地区第１号工事

条件付一般競争入札公告

令和３年６月28日

県南広域振興局長　　佐々木　隆

　１　工事概要
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　　　県南広域振興局一関審査指導監

　　　　＜電話 0191-26-1416　FAX 0191-88-0288＞

　　　の補償を請求することができないものとする。

　　(5) その他詳細については、条件付一般競争入札公告〔共通事項〕及び入札説明書に示すとおりとする。

　14　照会先

　　(4) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本工事の入札が中止された場合であってもそ

　　　開札後、発注機関から入札参加資格確認書類の提出を求められた場合は、提出を指示された日の翌日か

　　ら起算して２日目の日（休日を除く。）の午後５時までに入札参加資格確認調書（様式第９号）に確認書

　　類を添えて持参のうえ提出すること。

　13　その他

　　(1) 本工事は、低入札価格調査制度を適用する。

　　　　なお、低入札価格調査制度による数値的判断基準及び失格基準の判定に当たっては、別紙による判定

　　　基準を適用する。

　　(2) 入札参加申請書及び確認書類に虚偽の記載をした者に対しては、県営建設工事に係る指名停止等措置

　　　基準（平成７年２月９日付け建振第281号）に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。

　　(3) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく

　　　不健全であると認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。

　12　資格審査時の提出書類

　　　域振興局一関審査指導監に持参のうえ提出すること。

　　(2) 入札に関する詳細は、条件付一般競争入札心得によること。

　11　工事費内訳書の提出

　　(1) 入札書に記載する入札金額に係る数量、単価及び金額を明らかにした工事費内訳書（以下「内訳書」

　　　という。）を作成すること。

　　(2) 入札に当たっては、内訳書のうち主要項目を抜粋した工事費内訳書（総括）（様式第８号）を入札書

　　　に添付して提出すること。

　　　　なお、添付されていない場合等には開札時に入札を無効とすること。

　　(3) 内訳書及び工事費内訳書（総括）と入札金額は一致させること（内訳書で積算した工事価格（税抜）

　　　の千円未満の端数整理を除く。）。

　　　　なお、一致しない場合は、12の資格審査時に入札を無効（資格不適格）とすること。

　　　札に切り替える旨の指示があった場合は、２（１）の入札日時に岩手県一関市竹山町７番５号　県南広

　８　設計図書及び契約条項の閲覧

　　　設計書（金抜き）、特記仕様書等の閲覧は、ホームページの入札情報公開サービスにより行う。

　　　なお、入札情報公開サービスでの閲覧可能期間は、開札日の電子入札システム稼動時間内までとする。

　９　質問書の受付及び回答方法

　　　設計図書等に対して質問がある場合は、書面(様式任意。FAXによる提出可) により令和３年７月20日(火) 

　　午後５時までに、14に示す照会先に提出すること。また、回答は、入札参加者に対し令和３年７月27日(火) 

　　午後５時までにFAXによる送信又はホームページ若しくは入札情報公開サービスへの掲載により行う。

　10　入札書の提出方法

　　(1) 入札書及び工事費内訳書（総括）は、電子入札システムにより２（１）の入札日時に提出すること。

　　　ただし、紙入札参加承諾願を入札担当課等の長に提出し受理された場合又は入札担当課等の長から紙入
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9

別紙

  ※ 直接工事費については、(a)+(d) +(j)+(k)により判定すること。
共通仮設費については、(b)+(e)+(h)+(l)により判定すること。
現場管理費については、(c)+(f)+(g)+(m)+(n)+(p)により判定すること。
一般管理費等については、(i)+(o)により判定すること。

                                                        材料費

直接製作費(a)   機器単体費

                                製作原価    労務費      純製作費

                                                        塗装費

                                                        直接経費

                                           間接製作費     間接労務費(b)

工場管理費(c)

                      工事原価                    輸送費

直接工事費(d) 材料費

           工事価格               労務費

                                据付工事原価                塗装費 純工事費

請負工事費                                                 直接経費

 仮設費

設計技術費(h) 共通仮設費(e) 

一般管理費等(i)     間接工事費 現場管理費(f)

据付間接費(g) 

 製作工事価格   機器価格(j) 輸送費

直接工事費(k) 材料費

           工事価格           据付工事原価       労務費 純工事費

直接経費

 据付工事価格                      仮設費

 間接工事費 共通仮設費(l)

現場管理費(m) 

一般管理費等(o) 機器間接費   技術者間接費(n)

機器管理費(p)

消費税等相当額 
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1 / 1 ページ

オヤマダエンジニアリング

ミチノククボタ

フジムラシヨウカイ

フジデンギヨウシヤ

コンドウセツビ

オサナイスイゲンコウギヨウ

03－008502 （株）近藤設備 和賀郡西和賀町沢内字猿橋３３‐５０

03－020199 （株）長内水源工業 盛岡市北山２‐２７‐１

03－001609 （株）藤村商会 紫波郡矢巾町流通センター南３‐９‐
７

03－006448 （株）富士電業社 盛岡市向中野７‐１３‐６

00－021453 オヤマダエンジニアリング（株） 盛岡市本町通３‐１８‐８

00－024506 （株）みちのくクボタ 花巻市東宮野目１３‐９

場所

令和3年 7月30日 午前10時 5分

岩手県電子入札システム

開札の日時及び場所

競争入札参加業者一覧

工事番号

工事名

日時

農地中間管理機構関連農地整備事業曲田地区第１号工事

3-2-4004-00024
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1 / 1 ページ

電子入札

工事番号　　3-2-4004-00024 開札日時 令和3年 7月30日 午前10時 5分

落札決定日 令和3年 8月 3日

 工事名　　農地中間管理機構関連農地整備事業曲田地区第１号工事

 工事場所　一関市藤沢町黄海字下曲田地内

 　予定価格 69,502,400円  　調査基準価格 63,465,017円

 　予定価格(税抜) 63,184,000円  　調査基準価格(税抜) 57,695,470円

 　失格基準価格(税抜) 54,810,696円

03020199　　盛岡市

（株）長内水源工業

00021453　　盛岡市

オヤマダエンジニアリング（株）

03008502　　和賀郡西和賀町

（株）近藤設備

03006448　　盛岡市

（株）富士電業社

03001609　　紫波郡矢巾町

（株）藤村商会

00024506　　花巻市

（株）みちのくクボタ

一関農村整備センター

（50音順）

備　考　　入札額に当該額の１０％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

入 札 者 名
落 札 額

( 円 )

入 札 調 書

入　　　　　札　　　　　額　　　　　（　円　）

第３回第２回第１回

51,859,000円 失格

辞退

56,800,000円 低入札保留失格

56,700,000円 低入札保留失格

57,000,000円
低入札落札

57,000,000円

辞退

執行者 委任状確認者補助者

11



別紙３

判定基準の適用区分：

項　　目 計

設計金額(a)

判 定 基 準

合算額の算出 52,678,500

計

率

(b)/(a)
判定

率

(b)/(a)
判定

率

(b)/(a)
判定

率

(b)/(a)
判定 合算判定※

56,700,000

95.89% 合格 93.54% 合格 102.68% 合格 36.70% 失格

※　全ての入札者がいずれかの費目において判定基準を下回る場合は、合算額により判定する。

落札候補者
（調査対象者）

なし
判定担当者
職・氏名・・・

主査　佐々木　勝

判定確認者
職・氏名・・・

主幹兼特命課長　新田　富士男

（株）富士電業社

41,600,000 3,900,000 8,500,000 2,700,000

39,042,900 3,335,200 6,622,400 3,678,000

判　定　対　象
業　　者　　名

見積金額(b)

43,381,000 4,169,000 8,278,000 7,356,000

63,184,000

90% 80% 80% 50%

数値的判断基準による判定表

別紙

直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等

12



別紙３

判定基準の適用区分：

項　　目 計

設計金額(a)

判 定 基 準

合算額の算出 52,678,500

計

率

(b)/(a)
判定

率

(b)/(a)
判定

率

(b)/(a)
判定

率

(b)/(a)
判定 合算判定※

56,800,000

113.63% 合格 38.86% 失格 36.28% 失格 39.14% 失格

※　全ての入札者がいずれかの費目において判定基準を下回る場合は、合算額により判定する。

落札候補者
（調査対象者）

なし
判定担当者
職・氏名・・・

主査　佐々木　勝

判定確認者
職・氏名・・・

主幹兼特命課長　新田　富士男

（株）近藤設備

49,296,483 1,620,375 3,003,414 2,879,728

39,042,900 3,335,200 6,622,400 3,678,000

判　定　対　象
業　　者　　名

見積金額(b)

43,381,000 4,169,000 8,278,000 7,356,000

63,184,000

90% 80% 80% 50%

数値的判断基準による判定表

別紙

直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等
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別紙３

判定基準の適用区分：

項　　目 計

設計金額(a)

判 定 基 準

合算額の算出 52,678,500

計

率

(b)/(a)
判定

率

(b)/(a)
判定

率

(b)/(a)
判定

率

(b)/(a)
判定 合算判定※

57,000,000

92.43% 合格 96.80% 合格 101.02% 合格 61.17% 合格

※　全ての入札者がいずれかの費目において判定基準を下回る場合は、合算額により判定する。

落札候補者
（調査対象者）

数値的判断基準による判定表

直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等

8,278,000 7,356,000

3,678,000

判　定　対　象
業　　者　　名

見積金額(b)

別紙

63,184,000

90% 80% 80% 50%

39,042,900

43,381,000 4,169,000

（株）藤村商会

40,101,309 4,036,000 8,363,000

6,622,4003,335,200

4,499,691

判定担当者
職・氏名・・・

主査　佐々木　勝（株）藤村商会

判定確認者
職・氏名・・・

主幹兼特命課長　新田　富士男
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低入札価格調査制度に関する事務処理要領【抜粋】 

 

 

（失格基準価格による判定） 

第５ 入札執行者は、開札の結果、第３の２の規定による失格基準価格に満たない価格により入札し

た者にあっては、失格と判定するものとする。ただし、失格基準価格が調査基準価格を上回る場合

は、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者を失格と判定するものとする。 

２ （略） 

 （落札者決定の保留） 

第６ 調査基準価格に満たない価格をもって入札し、かつ、第５により失格と判定されなかった者が

いるときは、入札執行者は落札者の決定を保留し、地方自治法第 234 条第 3 項ただし書の規定によ

り、落札者は後日決定する旨を通知するものとする。 

 （数値的判断基準による判定） 

第６の２ 入札執行者は、第６により落札者の決定を保留した場合は、直ちに、予定価格５億円未満の

工事においては入札価格が最も低い者（総合評価落札方式にあっては、総合評価点の最も高い者）、

予定価格５億円以上の工事においては調査基準価格に満たない価格をもって入札した全ての入札者

（第５に規定する失格基準価格による判定により失格となった入札者を除く。）が提出した工事費内

訳書（総括）を分析し、発注者の設計額に対する工事費内訳書（総括）の割合が、別紙２に掲げるい

ずれかの基準に満たない場合は、失格と判定するものとする。 

ただし、全ての入札者が別紙２に掲げるいずれかの基準に満たない場合は、発注者の設計額にお

ける各費目にそれぞれ別紙２に掲げる基準の割合を乗じて得た額の合計額（１円未満切捨て）に満

たない価格により入札した者のみを失格と判定するものとする。 

なお、工事費内訳書（総括）の分析に当っては、必要に応じて工事を所管する本庁各課等の長又は

地方公所の長（地方公所が広域振興局である場合は、当該広域振興局の部長、部に置く室の長等、農

林振興センター、農村整備センター、水産振興センター又は土木センターの所長等。以下「工事所管

課長等」という。）の意見を聞くものとする。 

２～５（略） 
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別紙 1－2（第４関係）〔予定価格 5億円未満の工事〕 

 

入 札 条 件 

1. 調査基準価格 

  調査基準価格（税抜）は、予定価格（税抜）算出の基礎となった次に掲げる額（1 円未満切捨て）

の合計額とします。 

  ① 直接工事費の額に 10分の 9.7を乗じて得た額 

  ② 共通仮設費の額に 10分の 9を乗じて得た額 

  ③ 現場管理費の額に 10分の 9を乗じて得た額 

  ④ 一般管理費等の額に 10分の 6を乗じて得た額 

2. 失格基準 

(1) 失格基準価格による判定 

調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいるときは、次のとおり失格基準価格

を設定します。ただし、下記ア及びイにおいて算定対象者の入札価格が調査基準価格を下回っ

た場合は、当該入札価格を調査基準価格に置き換えて合計額を算定するものとします。 

    ア 入札者（予定価格を超過して入札した者を除く。以下、3(1)において同じ。）が５者以上

の場合は、入札価格の低い順に入札者の８割（小数点以下切上げ）の者を失格基準価格の

算定対象者とし、その合計額に 10 分の 9.5 を乗じ、算定対象者数で除して得た額（１円

未満切捨て） 

イ 入札者が４者又は３者の場合は、入札価格の低い順に入札者の８割（小数点以下切捨て）

の者を失格基準価格の算定対象者とし、その合計額に 10 分の 9.5 を乗じ、算定対象者数

で除して得た額（１円未満切捨て） 

ウ 入札者が２者又は１者の場合は、調査基準価格に 10 分の 9.5 を乗じて得た額（１円未

満切捨て） 

この失格基準価格に満たない価格により入札した者にあっては、契約内容に適合した履行がな

されないおそれが高いものと判断し、詳細な調査を行うことなく直ちに失格とします。ただし、全て

の入札者が失格基準価格に満たない価格により入札した場合は、失格基準価格による判定はしない

ものとします。 

 

別紙２（第６の２関係） 

数値的判断による判定基準 

１ 判定基準 

工 事 の 費 目 判定基準 

直 接 工 事 費  ９０％ 

共 通 仮 設 費  ８０％ 

現 場 管 理 費  ８０％ 

一 般 管 理 費 等 ５０％ 
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